
道路等で工事を施工する場合は、道路法施行令第13条6号、建築基準法施行令
第136条の3、建設工事公衆災害防止対策要綱第42、労働安全衛生規則
355条3号に基づいて、ガス管等の埋設物の確認をしなければなりません。





 
 

 
 

  
 




